
命の危険 直ちに安全確保！
・すでに安全な避難ができず、命が危険な状況。今いる場
所よりも安全な場所へ直ちに移動等する。

５

5段階の警戒レベルと防災気象情報

警戒
レベル 住民がとるべき行動

緊急安全確保
※必ず発令される情報ではない

市町村の対応

大雨
特別警報

〈警戒レベル４までに必ず避難！〉

４

・過去の重大な災害の発生時に匹敵する状況。この段階ま
でに避難を完了しておく。
・台風などにより暴風が予想される場合は、暴風が吹き始
める前に避難を完了しておく。

危険な場所から全員避難

避難指示
第４次防災体制
（災害対策本部設置）

避難指示
警戒情報

高潮
警報

高潮
特別
警報

極めて
危険

非常に
危険

氾濫
危険情報

４
相
当

気象庁等の情報

キキクル
（危険度分布）

氾濫
発生情報

５
相
当

３

相当する
警戒
レベル

危険な場所から高齢者等避難
・高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ
は決めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難する。

高齢者等避難
第３次防災体制

（避難指示の発令を判断できる
体制）

※１

大雨警報
洪水警報

高潮警報に切り替
える可能性が高い

注意報
（警報級）

警戒
氾濫
警戒情報

３
相
当

２ 自らの避難行動を確認
・ハザードマップ等により自宅等の災害リスクを再確認す
るとともに避難情報の把握手段を再確認するなど。

第２次防災体制
（高齢者等避難の発令を判断でき

る体制）

第１次防災体制
（連絡要員を配置）

大雨警報に切り替える
可能性が高い

注意報

大雨注意報
洪水注意報

高潮
注意報

注意
（注意報級）

氾濫
注意情報

２
相
当

・心構えを一段高める
・職員の連絡体制を確認

早期注意情報
（警報級の
可能性）

「避難情報に関するガイドライン」（内閣
府）に基づき気象庁において作成

※２

　地震や津波、浸水被害により石巻市では通信機能の多くが失われました。通信設備のある通信ビ

ルと各家庭を結ぶ回線が切断されたり、電柱が津波によって流されたり、地盤沈下によって傾いた

りしてしまったために長期間にわたって電話が使えなくなりました。また、女川町や南三陸町では

通信ビルそのものが津波により全壊してしまいました。全壊をまぬがれた通信ビルも長時間の停電

により、機能を停止せざるをえなくなりました。

　災害時においては、上記の他に防災行政無線や災害用伝言サービス等も使用されます。災害時の

混乱した中では、誤った情報が流れやすいため、正しい情報を得るということがとても重要です。

　気象庁からは日々様々な気象や災害に関する情報が発信されています。

3　正しい情報の収集と活用

○平常時における情報収集の手段として、どんなものがあるでしょうか。

○情報が得られないことでどのように困るのでしょうか？
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※２

まとめ ～情報の活用の仕方を書き込みましょう～

・震度５弱以上を予想した場合に発表されます。

・テレビ、ラジオ、携帯電話、受信端末等で聞くことがで

きます。

・速報から強い揺れがくるまで、数秒から数十秒しかあり

ません。周りの人にも声を掛けながら、あわてず、身の安

全を守りましょう。

緊急地震速報

毎月1日は訓練の日　実際に家族でダイヤルしてみよう
災害用伝言ダイヤル「171」の利用方法

「171」をダイヤルし、音声ガイダンスに従って操作をします。

【伝言を聞くとき】

私［　　　　　　　　 　］は 、 今［　　　　　  　　　　］にいます。

連絡先は、［　　　　　　　　　］です。

【伝言を入れるとき】

→

→

→

→171 2ガイダンス

伝言を聞く（2日間保存）

伝
言
メ
モ

連絡を取りたい相手の電話番号（市外局番から） → 伝言を入れる人の電話番号（市外局番から）

→

→

→171 1ガイダンス

伝言を入れる（30秒以内）

○家族の約束事 ○家族の役割分担を考えてみよう
例)・ドアを開ける
　 ・ラジオ・テレビをつける
　 ・
　 ・
　 ・
　 ・
 　・
 　・

・我が家の一番安全な場所

　（        　　　　　　　　　　　   ） 
・家族がバラバラの時の最終避難場所

　（        　　　　　　　　　　　   ） 
・緊急連絡先

　（        　　　　　　　　　　　   ） 
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